
第９回 看護基礎教育検討会
資料４－１

令和元年９月12日

【准看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標（資料4－2）】

○ 准看護師養成所における教育の標準化を図るため、「准看護師に求められる実践能力と卒業時の到達
目標」を新たに策定した。

○ 策定に当たっては、検討会から示された「将来を担う准看護師に求められる能力」をもとに、「看護師
に求められる実践能力と卒業時の到達目標」を参考にしつつ、免許取得前に習得すべきもの及び到達
すべき水準について検討した。

○ 准看護師の業務範囲は、法律の規定上、看護師と違いがあることから、それが明確になるよう、別表
の冒頭に「法令に基づき、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて療養上の世話及び診療の補助を
行う。」旨を示した。

○ 准看護師の業務範囲等を踏まえて実践能力の構成要素を設定し、准看護師養成所の教育実態及び看護師
教育とのつながり等を考慮した到達目標とした。
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看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン改正について（案）

准看護師養成所



【教育内容・方法等の充実（資料4－3）】

＜教育の基本的考え方＞

○ 「准看護師教育の基本的考え方」については、保健医療福祉を取り巻く状況等を踏まえ、看護師教育
の基本的考え方の見直しも参考にしつつ、３項目を新設し、内容の充実を図った。

＜教育内容の分野の区分＞

○ 教育内容の枠組みについて、従来は「科目」として示していたが、看護師教育と同様に「分野」と
して示すこととした。

○ 准看護師に求められる実践能力を習得できるよう、時間制及び総時間数（1,890ｈ）は維持し、各
分野の枠を超えて教育内容を見直した。

＜基礎分野＞

○ 専門基礎分野及び専門分野の教育の土台になるよう、また看護師教育との連動も考慮しつつ教育内容
を見直し、「論理的思考の基盤」、「人間と生活・社会」に変更し、学ぶべき内容が明確になるよう
留意点に記載した。

＜専門基礎分野＞

○ 臨床場面において薬物による生理的変化を理解することの重要性を鑑み、薬理を35時間から70時間
に強化した。

○「看護と倫理」及び「患者の心理」は、「基礎看護」において学ぶ内容であることから、専門分野に
移動させた。

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン改正について（案）

2



看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン改正について（案）

＜専門分野＞

○ 基礎看護については、地域包括ケアの推進や、疾病構造の変化に伴い、対象や療養の場の多様化に対
応する能力を強化するために、健康等の概念や、看護における倫理、在宅などの多様な場における療
養生活について、また基礎的な災害時の看護について学ぶ内容となるよう、留意点を修正した。

○ 基礎看護の看護概論は、これまで専門基礎科目に位置づけられていた看護と倫理を含む内容として
整理したことに伴い、35時間から70時間に強化し、基礎看護技術は、これまで専門基礎科目に位置
づけられていた患者等の心理を含む内容として整理したことに伴い、210時間から245時間に強化し、
コミュニケーション技術を習得する内容とするよう、留意点に盛り込んだ。

○ さらには、准看護師の実践能力向上のためには、シミュレーション教育を活用し、実践に結びつけ
られるよう教授方法の工夫が求められることから、その旨を留意点に追記した。

＜臨地実習＞

○ 自身の行った看護実践の振り返りを通じて、安全・安楽な看護について考えを深め、よりよい看護を
実践するチームの一員として役割を発揮できるよう、また対象や療養の場の多様化に対応する能力を
高めることができる実習となるよう、留意点の記載内容を充実させた。

【准看護師と介護福祉士の科目履修の免除】

○ 准看護師課程と介護福祉士課程の科目履修の免除については、看護師と同様に、基礎分野に限り可能
とすることとした。
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※実践については、看護職員や教員の指導の下で行う

構成要素 構成要素

1
対象者の状態を理解するのに必要な人体の構造と機能について理
解する

1
対象者の状態を理解するのに必要な基礎的な人体の構造と機能につ
いて理解する

2
胎生期から死までの生涯各期の成長・発達・加齢の特徴に関する
知識をもとに対象者を理解する

2
胎生期から死までの生涯各期の成長・発達・加齢の特徴に関する基
礎的な知識をもとに対象者を理解する

3
対象者を身体的・心理的・社会的・文化的側面から総合的に理解
する

3 対象者を身体的・心理的・社会的・文化的側面から理解する

4
実施する看護の根拠・目的・方法について対象者の理解度を確認
しながら説明する

4
実施する看護の目的・方法について対象者の理解度を確認しながら
説明する

5 ※11・50と統合

6 ※11と統合

新
看護職としての倫理観を持ち、法令を遵守して行動する
※11から移動

5 看護職としての倫理観を持ち、法令を遵守して行動する

7 ※８と統合

8
対象者の尊厳を守る意味を理解し、価値観、生活習慣、慣習、信
条等を尊重した行動をとる

6
対象者の尊厳を守る意味を理解し、価値観、生活習慣、慣習、信条
等を尊重した行動をとる

9
対象者の情報の取扱い及び共有の方法を理解し、適切な行動をと
る

7 対象者の情報の取扱いの方法を理解し、適切な行動をとる

10 対象者の選択権及び自己決定権を尊重し、擁護的立場で行動する 8 対象者の選択権及び自己決定を尊重し、擁護的立場で行動する

11 ※７の前へ移動

12 対象者と自分の境界を尊重しながら関係を構築する

13
対人技法を用いて、信頼関係の形成に必要なコミュニケーション
をとる

9
対人技法を用いて、信頼関係の形成に必要なコミュニケーションを
とる

14 必要な情報を対象者の状況に合わせた方法で提供する

15 ※13・14と統合

16
健康状態のアセスメントに必要な客観的・主観的情報を系統的に
収集する

10 対象者を理解するために必要な情報を収集する

17
情報を整理し、分析・解釈・統合し、看護課題の優先順位を判断
する

18 根拠に基づき対象者の状況に応じた看護を計画する 11 立案された看護計画について理解する

19
看護計画の立案にあたって、対象者を含むチームメンバーと連
携・協働する必要性を理解する

20 計画に基づき看護を実施する 12 計画された看護を対象者の反応を捉えながら実施する

21 ※22と統合 13
対象者の安全・安楽・自立／自律に留意しながら、計画された看護
を実施する

22
対象者の状態に合わせて、安全・安楽・自立／自律に留意しなが
ら看護を実施する

14 看護援助技術を対象者の状態に合わせて実施する

23 ※25と統合 15
対象者の状態が変化し、指示の範囲外である場合には、医師、歯科
医師又は看護師に指示を求める

24 ※25と統合 16 実施した看護と対象者の反応を報告し、記録する

25 実施した看護の結果を評価し、必要な報告を行い記録に残す 17
実施した看護の結果について、評価された内容や修正された計画を
理解する

26 評価に基づいて計画の修正をする

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
准看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標（案）

※実践については、看護職員や教員の指導の下で行う
※法令に基づき、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて療養上の世話及び診療の補助を行う

卒業時の到達目標卒業時の到達目標
看護師の実践能力 准看護師の実践能力

C.倫理的な
看護実践

C.倫理的な
看護実践

Ⅰ群
ヒューマ
ンケアの
基本的な
能力

A.対象の理
解

Ⅰ群
ヒューマン
ケアの基本
的な能力

A.対象者の
理解

B.実施する
看護につい
ての説明責
任

B.実施する
看護につい
ての説明責
任

D.援助的関
係の形成

D.援助的関
係の形成

Ⅱ群
根拠に基
づき、看
護を計画
的に実践
する能力

E.アセスメ
ント

Ⅱ群
看護師の立
案した看護
計画を基に
看護を実践
する能力

E.情報収集

F.計画 F.計画

G.実施

H.評価 H.評価

G.実施

第９回 看護基礎教育検討会

令和元年９月12日
資料４－２

案別表13改正案
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構成要素 構成要素
卒業時の到達目標卒業時の到達目標

看護師の実践能力 准看護師の実践能力

27
生涯各期における健康の保持増進や疾病予防における看護の役割
を説明する

18
生涯各期における健康の保持増進や疾病予防における看護の基本的
な役割を理解する

28 環境が健康に及ぼす影響と予防策について理解する 19 環境が健康に及ぼす影響と予防策について理解する

29 ※27・30と統合

30
対象者及び家族に合わせた必要な資源を理解し、生活指導を実施
する

31 ※２・27と統合

32
急速に健康状態が変化する（周手術期や急激な病状の変化、救命
処置を必要としている等）対象の病態や、治療とその影響につい
て理解する

20 対象者の健康状態や、実施される治療とその影響について理解する

33 ※32と統合

34 ※19と統合

35 基本的な救急救命処置の方法を理解し、模擬的に実践する

36 健康状態の急速な変化に気付き、迅速に報告する 21 対象者の状態の変化について迅速に報告する

37 合併症予防のために必要な看護を理解し、回復過程を支援する 22 合併症予防のために必要な看護を理解する

38 日常生活の自立／自律に向けた回復過程を支援する 23
立案された看護計画に基づき、心身の苦痛の緩和及び日常生活の自
立／自律に向けた療養生活を支援する

39 ※３・20と統合

40
慢性的経過をたどる人の病態や、治療とその影響について説明す
る

41 ※40と統合

42 対象者及び家族が健康課題に向き合う過程を支援する

43
健康課題を持ちながらもその人らしく過ごせるよう、生活の質
（QOL）の維持・向上に向けて支援する

44 ※43と統合

45 急性増悪の予防・早期発見・早期対応に向けて継続的に観察する

46 ※43と統合

47
終末期にある人の治療と苦痛を理解し、緩和に向けて支援する
※48と順序入れ替え

24
終末期にある人の治療と苦痛を理解し、その人らしく過ごせる支援
方法を理解する

48
終末期にある対象者の意思を尊重し、その人らしく過ごせるよう
支援する
※47と順序入れ替え

25
終末期にある対象者及び家族を多様な場においてチームで支援する
ことの重要性を理解する

49
終末期にある対象者及び家族を多様な場においてチームで支援す
ることの重要性を理解する

26 基本的な救命救急処置の方法を理解し、模擬的に実践する

50
看護職の業務を法令に基づいて理解するとともに、その役割と機
能を説明する

51 ※50と統合

52 ※60の次へ新項目追加

53 ※50・60・61と統合

54 ※60の次へ新項目追加

55
リスク・マネジメントを含む医療安全の基本的な考え方と看護師
の役割について説明する

28 リスク・マネジメントを含む医療安全の基本的な考え方を理解する

56 ※55と統合

57 ※55と統合（技術項目にも含まれる） 29 治療薬の安全な管理について理解する

58 感染防止策の目的と根拠を理解し、適切な方法で実施する 30 感染防止の手順を遵守する

59 関係法規及び各種ガイドラインに従って行動する

60
保健・医療・福祉チームにおける看護師及び他職種の機能・役割
を理解する

31
保健・医療・福祉チームにおける看護師・准看護師及び他職種の機
能・役割を理解する

新 看護チーム内における看護師の役割と責任を理解する

61
対象者をとりまく保健・医療・福祉関係者間の協働の必要性につ
いて理解する

32
対象者をとりまく保健・医療・福祉関係者間の協働の必要性につい
て理解する

62 ※64と統合 33 対象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡・相談等を行う

63 ※削除

64
対象者を含むチームメンバーと連携・共有・再検討しながら看護
を実践する

65
地域包括ケアシステムの観点から多様な場における看護の機能と
役割について理解する

34
地域包括ケアシステムの観点から、多様な場における看護の基本的
な機能と役割について理解する

66 ※65と統合

67
日本における保健・医療・福祉の動向と課題を理解する
※68と順序入れ替え

68
諸外国における保健・医療・福祉の動向と課題を知る
※67と順序入れ替え

69 ※60・65と統合

70 ※71と統合

71
看護実践における自らの課題に取り組み、継続的に専門職として
の能力の維持・向上に努める必要性と方法を理解する

35
看護実践における自らの課題に取り組み、継続的に自らの能力の維
持・向上に努める

72 看護の質の向上に努める必要性を理解する

73
看護実践に新たな技術やエビデンスに基づいた知見を活用し、批
判的吟味をすることの重要性を理解する

J.急速に健
康状態が変
化する対象
への看護

J.健康の回
復、苦痛の
緩和

I.健康の保
持・増進、
疾病の予防

Ⅲ群
健康の保
持・増進、
疾病の予
防、健康の
回復、苦痛
の緩和に関
わる実践能
力

I.健康の保
持・増進、
疾病の予防

N.看護チー
ムにおける
委譲と責務

O.安全なケ
ア環境の確
保

M.安全なケ
ア環境の確
保

L.看護専門
職の役割

P.保健・医
療・福祉
チームにお
ける多職種
との協働

Q.地域包括
ケアシステ
ムにおける
看護の役割

准看護師の業務を法令に基づいて理解するとともに、その役割と機
能を説明する

27

N.保健・医
療・福祉
チームにお
ける多職種
の協働

O.地域包括
ケアシステ
ムにおける
看護の役割

Ⅳ群
ケア環境と
チーム体制
を理解し活
用する能力

R.継続的な
学習

Ⅴ群
専門職者と
して研鑽し
続ける基本
能力

P.継続的な
学習

S.看護の質
の改善に向
けた活動

Ⅴ群
専門職者
として研
鑽し続け
る基本能
力

K.慢性的な
変化にある
対象への看
護

L.終末期に
ある対象へ
の看護

K.終末期に
ある対象へ
の看護

M.看護専門
職の役割

Ⅲ群
健康の保
持増進、
疾病の予
防、健康
の回復に
かかわる
実践能力

Ⅳ群
ケア環境
とチーム
体制を理
解し活用
する能力
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新

１） １）

２） ２）

新

新

時間数 留意点 時間数 留意点

35

35

35

文学、生物、化学、現代社会、カウンセリングなど
新たに科目を設定したり、国語、外国語の時間を増
やしたりするなど、各養成所において独自に編成す
る。

35

105 70

105

人体の仕組みと働きや疾病の成り立ちの概要及び疾
病の回復に必要な薬物や栄養等を理解し、的確な観
察や安全な援助ができるための基礎的な内容とす
る。

105

35 35

35 70

70 105

35

35

患者の人権を守るとともに倫理に基づいた行動がと
れる内容とする。

35

人間の生活や疾病・障害を有する人々の心を理解
し、対象者とのコミュニケーションの基盤となるよ
うな内容とする。

385 350

基礎看護 基礎看護

看護概論 35 看護概論 70

基礎看護技術 210 基礎看護技術 245

臨床看護概論 70 臨床看護概論 70

70 70

70 70

665 735

臨地実習 臨地実習

基礎看護 210 基礎看護 210

成人看護 成人看護

老年看護 老年看護

母子看護 70 母子看護 70

精神看護 70 精神看護 70

735 735

1,890 1,890

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
別表４　准看護師教育の基本的考え方、留意点等（案）

210

准看護師としての役割と責任を果たすために、保健医療福
祉の仕組みを理解し、かつ、看護に係る法制度と結び付け
て学ぶ内容とする。

人体の構造と機能について、生活行動の観点から理解する
内容とする。
疾病の成り立ちと回復を理解するのに必要な薬物、感染
症、栄養等に加え、感染と予防について理解するための基
礎的知識を学ぶ内容とする。

教育内容

国語

栄養

35

35

小　計

小　計

看護実践における自らの課題に取り組み、継続的に自らの能力を維持・向上する基礎的
能力を養う。

教育内容

基
礎
分
野
 

人間と生活・社会

論理的思考の基盤

コミュニケーションの基礎となる読解力及び表現力を養う
内容とする。
情報通信技術（ICT）の基礎的知識や情報管理を学ぶ内容
とする。
保健・医療・福祉を取り巻く社会の仕組みを知るための基
礎的能力を養う。
人権の重要性について理解し、倫理的な視点や尊厳の保持
について学び、人間を生活者として理解するための内容と
する。

看護の基盤となる「看護」及び「環境」「健康」「人間」
の概念、生活者としての対象の理解、准看護師の役割と機
能、看護における倫理の他、在宅などの多様な場における
療養生活や基礎的な災害時の看護について学ぶ内容とす
る。
患者等の心理を理解し、信頼関係を深めることができるコ
ミュニケーション技術を身につける内容とする。
根拠を理解した上で、自立／自律して対象の状態に応じた
看護技術を安全・安楽に提供することを目指す内容とす
る。
さらに、患者の状態や変化を的確に観察した上で、適切に
報告し、記録できる能力を養う内容とする。

各領域における対象の理解と必要な看護について学ぶ内容
とする。
シミュレーション教育を活用し、実践に結び付けられるよ
う教授方法を工夫する。

385

看護の対象の理解を促し、各科目で学習した療養上の世話
と診療の補助を体験させるようにする。
自身の行った看護実践を振り返り、安全・安楽な看護につ
いて考え実践する姿勢を養う。
チームにおける准看護師の役割や責任を意識しながら援助
を行う視点を養う。
在宅などの多様な場における対象者の療養生活を学ぶ内容
とする。

成人看護

老年看護

専
門
基
礎
分
野

人体の仕組みと働き

保健医療福祉の仕組
み

看護と法律看護と法律

総　計

小　計

専
門
分
野

人体の仕組みと働き

食生活と栄養

薬物と看護

疾病の成り立ち

総　計

210

385

看護の各領域に共通の基礎的理論や基礎的技術を学
ぶ内容とする。特に、看護技術については、その根
拠を理解し、患者の状態に応じて正確に安全・安楽
に行うことができる内容とする。さらに、患者の状
態や変化を適切に報告し、記録できる能力を養える
内容とする。
看護の各領域における対象について理解し、それら
に対する看護の概要について学ぶこととする。
特に、精神看護は、精神障害時の看護を理解できる
内容とする。

各科目で学んだ療養上の世話と診療の補助を中心に
体験させ、看護の実践に必要な知識、技術、態度を
習得できる内容とする。

小　計

専
門
科
目
 

小　計

小　計

成人看護

老年看護

母子看護

精神看護

母子看護

精神看護

外国語

その他

小　計

基
礎
科
目
 

専
門
基
礎
科
目
 

准看護師教育の基本的考え方

人間を身体的・精神的・社会的側面から把握し、対象者を生活する人として理解する基
礎的能力を養う。

医師、歯科医師、又は看護師の指示のもとに、療養上の世話や診療の補助を、対象者の
安楽を配慮し安全に実施することができる能力を養う。

疾病をもった人々と家族のさまざまな考え方や人格を尊重し、倫理に基づいた看護が実
践できる基礎的能力を養う。

保健・医療・福祉チームにおける各職種の役割を理解し、准看護師としての役割を果た
す基礎的能力を養う。

35

保健医療福祉制度における准看護師の役割を知り、
他の医療従事者と協調できる能力を養える内容とす
る。

感染と予防

看護と倫理

患者の心理

保健医療福祉の仕組
み

准看護師教育の基本的考え方

小　計

医師、歯科医師、又は看護師の指示のもとに、療養上の世話や診療の補助を、対象者の安楽を
配慮し安全に実施することができる能力を養う。

疾病をもった人々と家族のさまざまな考え方や人格を尊重し、倫理に基づいた看護が実践でき
る基礎的能力を養う。

薬理

疾病の成り立ち

第９回 看護基礎教育検討会

令和元年９月12日
資料４－３

現行 改正案 ＜現行からの変更部分は赤字＞

1

IHQCF
楕円



数量 品目 数量

成人用ベッド(ギャッジベッド、高さ30cmを含む。) 学生4人に1 成人用ベッド(高さや傾きが調整可能なものを含む。) 学生4人に1
小児用ベッド 1 小児用ベッド 適当数
新生児用ベッド 1 新生児用ベッド 適当数
床頭台 ベッド数 床頭台 適当数
オーバーベッドテーブル ベッド数 オーバーベッドテーブル 適当数
診察台、椅子 各々1 削除 削除
患者用移送車(ストレッチャー) 1 患者用移送車(ストレッチャー) 1
看護実習モデル人形 2 看護実習モデル人形 2
注射訓練モデル 1 注射訓練モデル 適当数
救急蘇生人形 1 救急蘇生人形 適当数
経管栄養訓練モデル 1 経管栄養訓練モデル 適当数
吸引訓練モデル 1 吸引訓練モデル 適当数
導尿訓練モデル 1 導尿訓練モデル 適当数
浣腸訓練モデル 1 浣腸訓練モデル 適当数
沐浴用人形 2 沐浴用人形 2

静脈採血注射モデル 適当数
洗髪車 1 洗髪用具一式 適当数
清拭車 1 清拭用具一式 適当数
沐浴槽 2 沐浴槽 2
排泄用具一式（各種） 適当数 排泄用具一式（各種） 適当数
口腔ケア用具一式（各種） 適当数 口腔ケア用具一式（各種） 適当数
罨法用具一式 1 罨法用具一式 適当数
診察用具一式 1 診察用具一式 適当数
計測器一式 1 計測器一式 適当数
救急処置用器材一式（人工呼吸器を除く） 1 救急処置用器材一式（人工呼吸器を除く） ※
注射用具一式（各種） 適当数 注射用具一式（各種） 適当数
経管栄養用具一式 1 経管栄養用具一式 適当数
浣腸用具一式（各種） 適当数 浣腸用具一式（各種） 適当数
洗浄用具一式（各種） 適当数 洗浄用具一式（各種） 適当数
処置台又はワゴン 2 処置台又はワゴン 2
酸素吸入装置及び酸素ボンベ 各々1 酸素吸入装置及び酸素ボンベ ※
吸入器 1 吸入器 ※
吸引装置又は吸引器 1 吸引装置又は吸引器 ※
煮沸消毒器 1 削除 削除
手術用手洗用具一式（各種） 適当数 削除 削除
小手術用機械器具一式 適当数 削除 削除

輸液ポンプ ※
車椅子（各種） 適当数 車椅子（各種） 適当数
歩行補助具（各種） 適当数 歩行補助具（各種） ※
自助具（各種） 適当数 自助具（各種） 適当数

適当数 リネン類（各種） 適当数
人体解剖 1 人体解剖 1
人体骨格 1 人体骨格 1
血液循環系統 1 血液循環系統 1
頭骨分解 1 頭骨分解 1
呼吸器 1 呼吸器 1
消化器 1 消化器 1
筋肉 1 筋肉 1
妊娠子宮 1 妊娠子宮 1
胎児発育順序 1 胎児発育順序 1
ＶＴＲ装置一式 1 映像・音声を記録・再生する装置一式 適当数
教材用ビデオテープ 適当数 教材用DVD等 適当数
スライド映写器 適当数 削除 削除
オーバーヘッドプロジェクター 適当数 プロジェクター 適当数

ワイヤレスマイク ※
パーソナルコンピューター ※

複写機 1 複写機、プリンター 適当数
印刷機 1 削除 削除
基礎科目に関する図書 500冊以上 基礎科目に関する図書 500冊以上
専門基礎科目及び専門科目に関する図書 1,000冊以上 専門基礎科目及び専門科目に関する図書 1,000冊以上
学術雑誌 10種類以上 学術雑誌 10種類以上

看
護
用
具
等

処
置
用
具
等

機
能

訓
練

用
具

リネン類（各種）

備考
※の機械器具については、教育内容や方法にあわせて講義又は演習
時のみに備えることでも差し支えないこと。また、視聴覚教材は同様の
機能を有する他の機器で代替することができる。図書については、電
子書籍でも可能ではあるが、学生が使用できる環境を整えること。

模
型

視
聴
覚

教
材

そ
の
他

図
書

　　看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
　 別表10　機械器具、模型及び図書（准看護師養成所）(案）
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